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(1)策定する基準の範囲・方向性
について

○今後、新たな基準を策定する
　上で、現に事業を行っている放
　課後児童クラブが着実に質の
　改善に向けた努力を積み重ね
　て行けるよう、全体的な質の底
　上げを図りつつも、一定の経過
　措置等の検討が必要である。

○省令上の基準として定めるも
の
　・子ども･子育て新システムに
　　関する基本制度
　（職員の資格、員数、施設開所
　日数、開所時間）
　・放課後児童クラブガイドライン
　（集団の規模）
　・児童福祉施設の設備及び運
　営に関する基準の総則(一般
　原則等）に規定されている事項
　

（２）放課後児童クラブの基本的
　な考え方

○求められる機能
   児童と保護者が安心して利用
   できる居場所として相応しい
   環境を整備していくことが適
   当。

○安全面に配慮し、児童が自ら
　の危険を回避できるよう自己
　管理能力を育てていくとともに、
　児童の発達段階に応じた主体
　的な生活や遊びが可能となる
　よう支援を行うことが適当。

・「児童の遊びを指導する者」であって研修を受講した者。
・全員に、資格を求める必要はない。
　(着任時の研修受講を推奨）
・有資格者となる研修は、原則として都道府県が実施する。
・制度施行後も、全体の質の底上げを図りつつも、一定の経過措置等の検
討が必要。

・児童の集団の規模は、おおむね４０人までとする。４０人を超えるクラブに
ついては、複数のクラブや児童の集団に分割する。
・児童数の考え方
　毎日利用する児童の人数に、一時的に利用する児童の平均利用人数を
加えた数で捉える。

基準の範囲・方向性

指導員の資格(従うべき基準）

児童の集団の規模・児童数(参酌すべき基準）

指導員の数(従うべき基準）

・職員は２人以上配置し、うち１人以上は有資格者とする。
・小規模クラブについては、職員２人以上の配置を原則とするが、併設施設
の職員等が兼務可能な場合は１人でも可とする。

施設・設備
・専用室・専用スペースは、生活の場としての機能が十分に確保される場
所であって、クラブの児童が事業の実施時間帯を通じて専用で利用できる
部屋又はスペースと捉える。
・面積は、児童１人当たりおおむね１．６５㎡以上とする。
・静養スペースを設けることが適当。

・国の放課後児童クラブガイドライン(資料3)
・運営委員会方式による児童クラブの標準基準(資料5）
・岡山市児童クラブ補助金交付要綱(資料6)

・運営委員会方式による児童クラブの標準基準
(資料5-13）
　性別・年齢等に関わらず、児童の健全育成に理解と熱
意がある者

・国の放課後児童クラブガイドライン(資料3-２）
　　おおむね40人程度までとすることが望ましい
・運営委員会方式による児童クラブの標準基準
(資料5-12）
　　４月１日現在の登録児童数を基準としている。

・運営委員会方式による児童クラブの標準基準
(資料5-12）
　　指導員数の目安
　　19人以下　　                  1人
    20人以上50人以下　　     2人
　　51人以上70人以下  　     3人
    71人以上90人以下  　     4人
　　91人以上　　                  5人

・国の放課後児童クラブガイドライン(資料3-4）
　　専用室・専用スペースを設ける
　　児童1人当たりおおむね１．６５㎡以上の面積を確保
　　することが望ましい
　　<注：1.65㎡未満は、16施設（１３％）>
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○放課後児童クラブにおける子
　どもの様子を家庭に伝え、日
　常的な情報交換を行うことに
　より子どもを見守る視点を家庭
　と放課後児童クラブで補い合う
　ことで、保護者が安心して子育
　てと就労を両立できるよう支え
　ることが適当。

放課後児童クラブは、こうした機
能･役割を持って、児童の発達･
成長と自立を促し、健全な育成を
図る事業である。

省令の冒頭に事業や目的につ
いて記載するとともに、放課後児
童クラブの具体的な機能、役割
については、上記の点を踏ま
え、、現行の放課後児童クラブガ
イドラインの内容を基本として、子
ども・子育て支援新制度の施行
までに整理し、新たに策定するガ
イドライン等により明確化すること
が適当。

開所日数(参酌すべき基準）

・年間２５０日以上を原則とする。

開所時間(参酌すべき基準）

・平日につき１日３時間以上、休日につき１日８時間以上を原則とする。

その他の基準(参酌すべき基準）

【項目】
・非常災害対策　　　　　　　　　　　　　　　　・虐待等の禁止
・秘密の保持に関すること　　　　　　　　　　・保護者、小学校との連携等
・事故発生時の対応　など
・児童等の権利擁護やクラブの運営における職員の倫理に関する規定
【新たに策定するガイドライン等】
・安全管理　アレルギー対策等

利用手続きについて

・地域の実情に応じて市町村が利用手続きを定め、実施する。
・市は、各クラブの協力を得て、保護者等に必要な情報を提供する。
・市は、必要に応じ、利用についてあっせん・調整を行う必要がある。
・市はクラブの提供体制を整備する必要があるものの、利用ニーズの増加
に対しては、優先順位を付けて対応することも考えられる。
･優先的に受け入れるべき児童の考え方は、地域の実情等も踏まえた上
で新制度施行まで整理して、国として例示を示すべきである。

対象児童の拡大について

・６年生まで事業の対象範囲と明確化されたが、あくまで「対象範囲」を示
すものであり、個々のクラブにおいて、必ずしも６年生まで受け入れなけ
ればならないといえない。
・市は、支援事業計画に従って放課後児童クラブを実施することとされて
おり、ニーズを把握した上で提供体制の整備を行う必要がある。

・国庫補助基準放課後児童健全育成事業等実施要綱
(資料4-4）
・岡山市児童クラブ補助金交付要綱(資料6-6)
　　年間250日以上と未満で補助額を区分

<注：平成25年度 ３クラブが250日未満>

・運営委員会方式による児童クラブの標準基準
(資料5-4）
　　平日
　　　原則として放課後から１７時～１８時
　　長期休業中
　　　原則として９時～１７時

・運営委員会方式による児童クラブの標準基準
（資料5)
・国の「放課後児童クラブガイドライン」(資料3)

・運営委員会方式による児童クラブの標準基準(資料5-6)
　　運営委員会で決定

・運営委員会方式による児童クラブの標準基準
（資料5-6）
・岡山市児童クラブ補助金交付要綱(資料6-3）
　　３年生までを対象

開所日数

開所時間

その他の基準

利用手続き

対象児童の拡大について

国が示した項目を条例に包含させる。

本市の実情に鑑み、手続きを定める。

原則として、６年生までの児童を受け
入れることとし、必要な提供体制の整
備を行う。

国の基準に沿って設定を検討

国の基準に沿って設定を検討
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